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在宅医療専門部会検討状況について 

第１回在宅医療専門部会の開催                             

 

 

 

 

 

 

 

内容の詳細                                   

 平成 28年度山形県地域在宅医療推進事業の成果 

 ○庄内地域における在宅医療関係の 12団体と庄内保健所直営事業について、成果を報

告した。なお、研修会等への参加人数は、すべての団体で合計 2,217人であった。 

 第７次山形県保健医療計画 

○庄内地域編骨子案における「３ 在宅医療の推進」について、第１回庄内地域保健 

医療協議会で出された意見を反映した内容を含めて説明した。 

 介護保険事業計画と医療計画の整合性の確保 

 ○市町の介護保険事業計画と整合性を図るため、地域医療構想で示している在宅医療 

等の需要のうち、在宅医療の実積以外の部分について、追加的需要として対応が必 

要になること及び市町ごとの試算した数値を説明した。 

 

主な意見等                                   

 第７次山形県保健医療計画庄内地域編骨子案 

 ○庄内地区の病院の看護部長の方々とネットワーク会議を開催した時に、２つの調査

データを比較した結果、資料に追加記述した現状（認知度不足であるとともに、人

数が小規模であったり認定看護師の不足といった体制的な問題や、医療依存度の高

い方に十分対応できないといった現場の状況と合わないことから訪問看護師の同行

訪問が進んでいない）であると感じている。 

 ○認定看護師が同行訪問を行うことは質を担保する上で診療報酬、看護報酬でも認め

られており、国の施策でも推奨している。だが、医療機関にはいるものの同行訪問

できる人数は少なく、マンパワー不足であることや、地域が広域であるため、１件

訪問するのに時間がかかってしまうという実情がある。 

 ○訪問看護ステーションの役割は非常に重要であり、計画の中に訪問看護を盛込む際

には人材確保についても取り上げてもらいたい。 

 ○退院支援ルールの統一化について、現状として南から北の方に行ったり、その逆が

あったりということが見受けられる。この専門部会においてワーキンググループの

立ち上げをするべきではないか。 

  

日時：平成 29年９月 21日（木） 18:30～ 

場所：庄内総合支庁 ４階 講堂 

内容：１ 報告（１）平成 28年度山形県地域在宅医療推進事業の成果について 

   ２ 議事（１）第７次山形県保健医療計画について 

       （２）介護保険事業計画と医療計画の整合性の確保について 

資料３ 
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第２回在宅医療専門部会の開催                             

 

 

 

 

 

 

 

内容の詳細                                   

 山形県在宅医療実態調査の結果 

 ○今年７月に、両地区医師会の協力のもと庄内総合支庁において、病院及び診療所（医

科※特定の利用者向け診療所等は除く）201施設を対象に実施したところ、194施設

（病院 16、診療所 178）から回答をいただいた。（回答率 96.5%） 

  なお、結果の一部を第７次山形県保健医療計画庄内地域編案に反映させている。 

 第７次山形県保健医療計画庄内地域編案 

○第１回専門部会及び関係団体から出された意見を反映した内容を含めて説明した。 

 なお、前回の骨子案から、《現状と課題》、《目指すべき方向》は文章化しており、《数 

値目標》の具体的な内容、《目指すべき方向を実現するための施策》を追記している。 

また、前回、市町の介護保険事業計画と整合性を図るため、追加的需要として試算 

した数値への対応ついて、管内市町で示した介護施設数及びサービス数を説明した。 

 平成 30年度山形県地域在宅医療推進事業 

 ○庄内地域における在宅医療関係の 10団体と庄内保健所直営事業について、新規事業

（北庄内と南庄内の相互連携のための退院調整ルールづくり：庄内保健所）と変更

事業（地域 NST（栄養サポートチーム）の立ち上げ準備・稼働等：南庄内地域一体型

NST協議会（仮称）※鶴岡地区歯科医師会、南庄内栄養と食を考える会、鶴岡協立リ

ハビリテーション病院を元にする）を説明した。 

 

主な意見等                                   

 山形県在宅医療実態調査の結果 

 ○各設問について、診療科ごとの集計をお願いしたい。 

 第７次山形県保健医療計画庄内地域編案（追加的需要の対応案） 

○介護サービスの実態は、複合も十分考えられるため、検討をお願いしたい。 

 平成 30年度山形県地域在宅医療推進事業 

 ○南庄内地域一体型 NST 協議会について、元になる鶴岡地区歯科医師会は庄内町も管

轄していることから、事業の対象区域として含めてほしい。 

⇒事業内容については、異議なしとされた。 

日時：平成 29年 11月 20日（月） 18:30～ 

場所：庄内総合支庁 ４階 講堂 

内容：１ 報告（１）山形県在宅医療実態調査の結果について 

   ２ 議事（１）第７次山形県保健医療計画庄内地域編案について 

       （２）平成 30年度山形県地域在宅医療推進事業について 


